
機密性

1
９
五
ｇ
ｊ
ｆ
ｖ
０
ｂ
Ｉ
Ａ
■
Ｔ
０
ａ
●
７
．
１
■
９
４
１
■
ｏ
ｊ
９
８

第71期l班修習生配布物一覧(民裁）
東京地方裁判所総務課庶務第二係
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2 セクシュアル･ハラスメントの防止について
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■ ■
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9 災害時における実務修習地への連絡方法について(事務連絡）
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《裁判実務修習における注意事項等》

事務局総務課庶務第二係

事項を厳守してく程さい東京地方裁判所民事部及び刑事部に配属された司法修習生は，

なお，修習生活を送る上での遵守事項等は_[司法修習ハンEJは『司法修習ハン膜ブ

｡

ック」及び 雪生活へのオリエ

記

登庁簿及び欠席等の取扱いについて第1 登庁簿及び欠

1 司法修習生の

分までに必ず押印す量ごと。時間を過ぎると遅刻扱いとなり，登庁簿には運と記載される。

涛 舎内にいたとしても遅刻として釦なお，上記登庁時間までに押印されていないときは，

垂昼墨泌墨ので注意すること。
※例:豊庁時間には庁舎内に入っていたが，エレベーター

遅刻となる。

エレベーターの混雑等で遅参し押印出来なかった場合

こと（当係2やむを得ず

から配属部に報告するので,配属部への連絡は不要） 。

※庶務第二係連絡先OS-3581－=2gl(ダイヤルイ芝L
登庁簿に押 .、3遅刻をしたときは,_登庁後速やかに当係へ申し出て，

と。

声
」

なので，修習を要する日に修習することができないときは，あらか4

じめ欠席承認申請害を当係に提出して，東京地方裁判所長に対し欠席の承認を求めること。た

だし, ･病気，災害その他やむを得ない事由により前記によることができなかったときは，事後

遅滞なく前記承認を求めること。

5就職活動等で皇退立量掻倉墜一壷蝕陛星退屋壷曇出立ゑこと。

6配属部指導裁判官から自宅起案日の指定を受けたときは,堂…当係に連絡するこ

と。また，出張するときも速やかに当係に連絡すること。

なお，連絡がない場合，無断欠席扱いとなる場合があるので注意すること。

第2諸届について

1身上等に関する届出（ .｢司法修習生の規律等について」第4） ，欠席承認申請書（同第5） ，

外国旅行に関する届出(同第6)等の各種届は速やがに当係に提出すること｡各届出用紙は当
係に備え付けてあるので，必要の都度申し出ること。

なお，

I ｡

2外国旅行について

（1）冊子「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」を参照し，要件

を満たしているか確認すること。

I

１
１



（2）裁判実務修習中においては，東京地方裁判所長の承認を受けなければ外国旅行はできない

ので,施丘旦里…に外国旅行承認の申請をすること。

（3）旅行期間が休日･等以外の修習日にかかるときは，その日が自由研究日であっても欠席とな

る（ただし， 自由研究日が旅行の出発日及び帰着日の場合は除く｡）ので， この場合は外国

旅行承認申請とともに，欠席承認申請も行うこと。

（4）合同修習（配属部での通常修習以外で，合同で実施される講義，特別部修習，問研起案及

び家裁修習等のこと。 ）予定日については，原則として外国旅行は承認されないので，注

意すること。

3裁判修習関連の情報の取扱いについて

(1)

(21

(3)

なお，起案した判決など修習に必要な ‐！ ‘』望 責料

(民事部又は刑事部） ’， 可 習生が判修習期固･･にのコピーを瓦 畑合は

吏用する複合機について につて こと

第3実務修習結果簿について

1実務修習結果簿は，民事部又は刑事部における実務修習終了時に，配属部の部総括裁判官の

検印を受けたものの写しを総務課庶務第二係に提出すること。

2実務修習結果簿は，各自で次の実務修習庁へ持参する｡集合修習時に司法研修所へ提出する

こととなるので，実務修習中は管理を徹底し，紛失及び汚損しないように注意すること。

3

第4合同修習等について

合同修習は，集合時間を厳守すること。やむを得ず遅刻又は欠席する場合は，必ず事前に当係

まで連絡すること。

2
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第5一般的な注意事項
C

l秘密保持…事件の話は時と場所を考えること （ に エレベーター内及び廊下等でI

囚係の鯖をしないこと。 ） 。

時間厳守…集合時間に遅刻をしないこと。

期限厳守…提出物等は,必ず提出期限内に提出すること．

自己責任…報告や連絡を要する場合にこれを怠ったり，提出物を提出しないなどして，司法

修習生本人に何らかの不利益が発生しても，当係は一切関知しないので注意する

こと。

その他

司法修習生に対する連絡事項は，研修室内のホワイトボードに掲示するか，アレンジャーに

２
３
４

’

第6

1

書面を配布するなどして通知するので， 日必ず確腿すること

－1 生全員に周知されたのとみ2－掲示及び配布された連絡事項については，

盆立ので，見落とさないように注意すること。

3餓判所の休日に当たる臼に登庁しないことpやむを得ず休日に登庁しなければならない事情

が生じた場合は，必ず事前に当係に申し出ること。

4身分鉦明書及び司法修習生バッジは管理を撤底し， '失することの分い 二 こと ｡

司法修習生バッジを藩用すること (クールピズ期間も同じ） 。また,､法廷内では，必ず

5裁判実務修習の一環として行われる瞳養…L迄堂

また，講義場所にICレコーダー等の録音機器を持ち込まないこと。

6 その他事務手続等で不明な点は，速やかに当係に問い合わせること。

3

’
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平成SO年1月5巳
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第71期司法修習生各位
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司法修習生指導官

セクシュアル・ハラスメ坊子の防止について

司法修習生には，修習期間中,社会一般のルールを遵守することはもちろん，率

先して規範を守り，その範を示すことが求められています。

セクシュアル・ハラスメントを行わないということは，社会人として当然のこと

ですが，セクシュアル・ハラスメントは，個人の人格と尊厳を不当に侵害するだけ

なく,職場にも悪影響を及ぼすものです。基本的には,.性的な言動により他の者が

不快に感じた場合にセクシュアル･ハラスメン張になりますので， どのような行為

がセクシュアル・ハラスメントに該当するかを理解し，その言動に十分留意して修

習にあたるようにしてください。

なお，万が一セクシュアル・ハラスメントを受けた場合は，司法研修所の司法修

習生相談窓口（直通電 ）に連絡する方法もありますし，

これとは別に，司法修習生指導官又は指導裁判官に相談していただいても差し支え

ありません。

（参考資料）セクシュアル・ハラスメントQ&A

１
１



機密性2

平成21年12月4日東地人管

セクシュアル･ハラスメントQ&A

1 セクシュアル・ハラスメント理解度チェック

次の言動等は，セクシュアル・ハラスメントになり得ると思いますか？

セクシュアル・ハラスメントになり得る等と思う場合は「○」 ，なり得ない等と思う場合

は「×」で解答してください。

【解答欄】

［ ］

［ ］

［ ］

［ ］

Q1 会議室の設営が長かったため「いちゃついていたのか」と注意した。

QZ 退職送別会では，退職者の隣は女性職員が座るように配慮している。

Q垂 主任書記官は女性職員だけを集めて定期的に昼食会を開催している。

Q4職場における一切の性的な発言を禁止さえすれば， セクシュアル・ハラ

スメントを防止できる。

Q畠 暑気払いで男性職員，女性職員ともカラオケのデュエットで盛り上がっ

た。

Q⑥ 課長から「男のくせにもっとしっかりしろ」と叱責された。

Q7 女性職員同士で定期的に男性職員のランク付けをしている。

QB 男性の部下に「子どもは2人以上いると賑やかでいいぞ」と声を掛け

た。

Q9 男性職員同士の方が気心が知れているので，男性職員だけで飲み会をし

ている。

Q10セクシャル・ハラスメントは懲戒処分の対象となり，重いものでは「減

給」処分になる。

［ ］

１
１
１

ｆ
ｆ
ｆ

［ ］

［ ］

セクシュアル・ハラスメント癒識度チエツク

次の考えは，セクシュアル・ハラスメントの観点から問題があると思いますか？

問題があると思う場合は「○」 ，問題がないと思う場合は「×」で解答してください。

2

【解答欄】

［ ］

［ ］

Q11 あまりセクハラにこだわり過ぎると，職場の雰囲気が悪くなると思う。

Q12宴会などで場が盛り上がるのであれば，性的な話題を取り上げても構わ
ないと思う。

Q13仕事がうまくいった時や励ます時に，女性職員の肩を軽く叩いたりする

のは，気持ちの表れとして許容されると思う。

Q14普通， セクシュアル・ハラスメントを受けた人は不快な気持ちを示し，

相手にはっきりその意思を伝えるので， 自分がセクシュアル・ハラスメン

トをしたか否かはすぐ気づくはずだ。

Q1S仕事の内容によっては， システム関係の仕事は男性向き，細かい作業や

資料の作成等の仕事は女性向きというように，性別による適性があると思

う。

Q16男性職員が育児のために頻繁に年休を取るのは，本人のためにもあまり

好ましくないと思う。

Q17卑狼な冗談でからかわれている女性職員がいたので，適当に受け流して

おいた方がいいよとアドバイスした。

Q18女性職員は体力もないのだから，残業の多い部署には配置しない方がい

いと思う。

Q19飲み会などで，男性部下の異性関係を確認するのは， いつ結婚するか等

を確認するための必要な情報交換であり，問題ないと思う。

QZoセクシュアル・ハラスメントは， 当事者間の問題なので，相談を受けた

りしても， 当事者間だけで解決されるべきであると思う。

［ ］

［ ］

［ ］

Ｊ
１
１
１
１

Ｋ
ｆ
に
ｆ
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平成21年12月4日東地人管

セクシュアル･ハラスメントQ&A(解答と解説）

皆さん，いかがでしたか？

以下は，解答及び解説です。

実際の場面では，様々な状況が考えられるため，必ずしも「絶対的な正解」ではありません

が，基本的な考え方を示しています。

＜解答と解説＞

1 セクシュアル・ハラスメント理解度チェック

【解答：○】

【解説】真に指導の必要がある場合でも，からかいを絡めて行うのは，性的な関心に基づくも

のであり，セクシュアル・ハラスメントです。

【解答：○】

【解説】女性にお酌をさせるためにそのような配慮をすることは，女性を蔑視するものであり，
セクシュアル・ハラスメントです。

【解答：○】

【解説】女性職員を仕事のパートナーとして見ていません。また，女性職員は上司から誘われ

たら嫌でもなかなか断りにくいものです。

Q4職場における一切の性的な発言を禁止さえすれば， セクシュアル・ハラスメントを

防止できる。

【解答：×】

【解説】セクシュアル・ハラスメントは，性的な発言だけではなく行為も含みます。例えば，

執務室に性的なポスターを貼る，身体を執鋤に眺め回すといった行為です｡

【解答：×】

【解説】男女ともデュエットで盛り上がったからといって直ちにセクシュアル・ハラスメント

にはなりませんが，デュエットを強要すればセクシュアル・ハラスメントになります。

【解答：○】

【解説】仕事は性別でするものではなく，注意する場合に性別を出す必要はありません。また，

同性から同性への言動もセクシュアル（ジェンダー） ・ハラスメントの対象になります。

【解答：○】

【解説】男性職員を対等なパートナーと見ていない表れです。なお，女性から男性に対する行

為もセクシュアル・ハラスメントとなります

－ 1－

Q1 会議室の設営が長かったため「いちゃついていたのか」と注意した。

QZ 退職送別会では，退酬麗者の隣は女性職員が座るように配盧している。

Q二 主任書記官は女性職員だけを集めて定期的に昼食会を開催している。

Q昂 暑気払いで男性職員，女性職員ともカラオケのデュエットで盛り上がった。

Q⑥ 課長から「男のくせにもっとしっかりしろ」を叱責された。

Q7 女性職員同士で定期的に男性職員のランク付けをしている。



【解答：○】

【解説】男性の部下といえども，個人的な家族計画を聞くことは性的な関心に基づく言動であ

り，セクシュアル・ハラスメントになります。

Q9男性職員同士の方が気心が知れているので， 男性職員だけで飲み会をしている。

【解答： ×】

【解説】男性職員だけで飲み会をしているからといってセクシュアル・ハラスメントにはなり

ません。

Q10 セクシャル・ハラスメントは懲戒処分の対象となり，重いものでは「減給」処分に

なる。

【解答： ×】

【解説】人事院の定めた懲戒処分の指針によれば，セクシュアル・ハラスメントをした職員に

対する懲戒処分の標準例の重いものは「免職」処分です。

2セクシュアル・ハラスメント意識度チエツク

【回答：すべて○】

※ない（×）にチェックした場合は，その内容についてなぜセクシュアル・ハラスメント

の観点から問題があるのか考えてみましょう。

※ある（○）にチェックした項目でも，自分の意識の中で， これらの考え方に近いものは

ありませんでしたか。従前からの生活環境の中で，これらの固定観念や差別意識が無意識

のうちに身に付いてしまうことがあります。そのような場合，本人に悪気はなくてもうっ

かりとこのような言動や考え方をしてしまうものです。

※自分や周囲のどのような言動がセクシュアル・ハラスメントになってしまうのかについ

て，セクシュアル・ハラスメント防止週間中だけでなく，一年を通じて啓発するようにし

ましょう。

－2－

QB 男性の部下に「子どもは2人以上いると賑やかでいいぞ」と声を掛けた。
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平成30年1月5日 ’

I

第71期司法修習生各位
ｂ
■
１
０
上
■
ご
Ｆ
Ｊ
Ｂ
＃
６
日

’
事務局総務課庶務第二係

連絡先届の提出について（事務連絡）

標記の届について， 「司法修習生の規律等について」第4の5の定めに基づき，

届け出の必要があります。 、

ついては,別添の届に必要事項を記入し,ユ月9日（火）までに， 当係カウンタ

ーへ提出してください。

I
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機密性21

I

連．絡先届 I

平成30年 月 日

東京地方裁判所長殿

Ｉ
↑

第71期 班司法修習生

（民・刑 部配属）

氏名 印

下記のとおり，お届けします。

記

1 住所

’電話番号
－■■■■■■■

2携帯電話
一 －

3緊急連絡先（住所に同居者がいる場合, 「住所と同じ」でも可）

所

(続柄名

電話番号

携帯電話

一 一

■U■■■■一

1



機密性21

4

司法修習生の合同資料室(18階北)の利用について

東京高等裁判所事務局総務課

合同資料室の図書資料等の閲覧又は貸出しを受ける場合等においては，下記

の取扱いを厳守してください。

記

I用期Fは 唾國の修､リLJ中に限られま１
２
３

◎

利用時間は,午前g時15分から午後s時OO分までです。

貸出方法

(1)書庫内の図書資料について，室外への貸出しを受ける場合には，図書等

の裏表紙内側のブックポケジトから貸出カーFを抜き取り所要の事項（修

習期斑，修習部，氏名，貸出年月日）を記載し，カウンターの上のケース

に提出してください6

なお，貸出カーFのついていない図書資料については，貸出簿に所要の

事項を記入してください。

※貸出カードの配載例（明確に記入願います）

」’’’’’

↑修習生第71期1斑地裁民事第24部の略

（2）貸出期間は20日間で, 1人5冊以内です。

貸出期間中であっても，図書の整理等で必要がある場合は,合同資料室

担当職員が返還を求めることがあります。督促を受けた場合は，速やかに

返還してください。

なお，貸出期間が経過していない場合でも，東京地・家裁の修習期間が

終了する場合には速やかに返還してください。

4返還方法

。

5合同姿料室備付けのコピー機は利用できないので，図書資料を借り受け，

修習部のコピー機を利用してください。

鯵刀－1

惣彫4

鰯 花子
30

I 5



’機密性2

5

平成SO年1月5日

第71期司法修習生各位

事務局総務課庶務第二係

司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対

策について（事務連絡）

裁判修習の一環として，

■■■■■■■■■■■あらゆる脅威に対するｾｷ≦ﾘﾃｨ対策が必要となります。
ついては，司法研修所における導入修習初日に配布された平成29年11月27

日付け司研企二第1074号司法研修所長通知「司法修習生が取り扱う裁判修習関

連の情報等のセキュリティ対策について」及び下記の内容を精読し，情報等のセキ

ユリティ対策に遺漏のないようにしてください。

なお，下記1の書類は，1月ga(火）ま型に当係へ提出してください。

記

1
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|重要’重要 平成30年1月5日

司法修習生各位

１
１

東京地方裁判所事務局総務課長早稲田 浩
P

I

I

ア
』

Ｂ
ｒ
ｍ
ｖ
巳4司法修習生I ついて

ｲ

’司法修習生が裁判修習において
(

■
１
４
９
■
』

』

|の利用に当たっては,下記のとおりとしてついては，

ください｡
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機密性霊

ア
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ｉ

平成30年1月5日

民事部配属の司法修習生各位

東京地方裁判所事務局総務課長早稲田 浩

民事部配属の司法修習生が裁判修習期間中に使用する複合機
●

について

ついては，裁判修習期間中に取り扱う電子データの印刷及びコピーは,別紙1

｢司法修習生用の複合機の運用方針」に従って行ってください。配属部ごとに使用

する複合機の割当ては別紙2のとおりです。

なお，司法修習生用複合機による印刷ができない場合は，別紙3 「時間外に民事

裁判修習関連の文書を印刷する方法について」に従って印刷を行ってください。

ｉ

Ｉ
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（別紙1）

司法修習生用の複合機の運用方針

平成SO年1月5日

第1 分野別修習における運用方針

1利用可能複合機

原則指定複合機

配属部ごとに割り当てられた設置部（指定設置部）の司法修習生用の

複合機

例外指定設置部以外の司法修習生用の複合機

ただし，指定複合機が故障した場合等の相当な理由がある場合に限る。

2告知事項

複合機を利用する際は，配属部名及び氏名を指定設置部の職員に告げた上で，

複合機を利用する旨を伝える。

3利用方法等

（1）複合機用ドライバのインスドールが必要な場合には，民事訟廷管理第二係

（'4階北側) (以下『管理二係｣ という｡ ） (内線■■■,■■■に
申し出る。

管理二係に複合機用ドライバのインストールメディアを備え置き，司法修

習生に貸し出す。同インストールメディアによる複合機用ドライバのインスト

ールができない場合には，管理二係において，多目的パソコンを使用し，イン

タ苧ネットからドライバをダウン．ロードした上CD-R等に格納し，同CD-

R等を司法修習生に貸し出す。

（2）複合機の利用は，次のア，イを主たるものとする。

ア裁判実務修習における起案文書の印刷

イ実務修習結果簿及び裁判実務修習に必要な資料のコピー

（3） 司法修習生用の複合機を利用する場合には，別紙様式による管理簿に、利用

日，利用者氏名，利用機龍利用用途及び枚数を記載する｡．

（4）複合機を利用して印刷する方法は，次のとおりとする。

！
…
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なお， アの方法による場合には，

ア

１
１イ

（5） 複合機の利用後は，副電源を切る（主電源は切らない。 ） 。

4利用時間等

（1）利用時間

午前9時から午後5時までの間（午後零時15分から午後1時までの間を除

く。 ）

ただし，上記時間内であっても，指定設置部の職員が不在のときは利用する

ことができない。

（2） 時間外利用等

時間外等の事情により司法修習生用の複合機を利用することができない場合

において，相当な理由があるときは，次の方法による。

ア印刷については，配属部の裁判官に依頼して，配属部において印刷する。

（別紙3参照）

イ コピーについては，配属部の裁判官にコピーをする旨を申告した上で，配

属部においてコピーをする。

5 用紙の補充，紙詰まり等の対応

(1) 用紙のサイズはA4版に限るものとし，それ以外のサイズの用紙は使用しな

い。

（2） 用紙が不足したときは，配属部の用紙を持参して補充する。

（3）用紙を補充した際の包装紙紙詰まりで破損した用紙，失敗した印刷物等は

司法修習生が配属部に持ち帰り,配属部で廃棄する。

(4) 司法修習生が印刷物を置き忘れた場合は，指定設置部の職員が配属部に連絡

し，連絡を受けた司法修習生は，指定設置部に印刷物を受け取りに行くものと

する。
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’司法修習生の配属部及び氏名の記載がない印刷物は，指定設置部におい

て，適宜廃棄する。

(5) トナーカートリッジの交換作業は，複合機のそばに備え置かれた交換用の

トナーカートリッジを用い，司法修習生において行い， トナーカートソッジ

を交換した旨を管理二係(内線■■■,■■■■)に連絡する。
ただし，交換用のトナーカー器リッジが複合機のそばに備え置かれていな

い場合及び司法修習生において対応できない場合には，司法修習生から管理

二係(内線■■■■■)に連絡する。
（6）紙詰まり等の不具合が生じた場合には，司法修習生において，できる限り対

応する｡対応に困った場合は,管理二係(内線一 ，■■■)に連絡す
る。

第2選択型修習における運用方針

1 通常部（医療集中部を含む）で修習する場合

第1の方針と同じである。

2通常部（医療集中部を含む）以外で修習する場合

第1の4(2)の「司法修習生用の複合機を利用することができない場合」に準じ

て，印刷については，配属部の裁判官に依頼して，配属部において印刷し， コピ

ーについては，配属部の裁判官に対し， コピーをする旨を申告した上で，配属部

においてコピーをするものとする。

１
１

I



(別紙2）

(SO.1．S)

司法修習生用複合機の指定設置部と配属部

I

’
１
１
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階 指定設

画Ⅱ

置部
』

配属部

① ①

12階
1フ部

23部

？ ■

5部,15部, 16部, 17部,24部49部,50部
● ● ◆

6部, 10部,12部, 13部,1S部,23部,25部

13階
Sﾌ部

48部

S1部,Sﾌ部,39部42部,4S部,45部

1部,4部,フ部,41部,44部,48部

14階
29部

34部

14部,26部,28部30部

32部,3S部,34部,35部
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(別紙S)

時間外に民事裁判修習関連の文書を印刷する方法について

1

2

3

裁判官から印刷されたものを受領する。4
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(別紙様式）

管理簿

’

F

1

一

－

日付 利用者氏名 利用機能 利用用途 枚数 ’ 備考

| ■ ロコピー口印刷
ロ実務修習結果簿のコピー
口資料のコピーロ起案の印刷
□その他（ 》

’ ■ ■

℃

ロコピー口印刷
｡ ●

｡ ＝

口実務修習結果簿のコピー
ロ資料のコピーロ起案の印刷
□その他（ ・ ）

’ ■ ■

｡

｡

口コピー口印刷

町
●

ロ実務修習結果簿のコピー
ロ資料のコピー口起案の印刷
ロその他（ ）

’ ■

G 1■

口コピー口印刷
口実務修習結果簿のコピー
口資料のコピーロ起案の印刷
ロその他〈 ）

■ 車

● ■

口コピーロ印刷
ロ実務修習結果簿のコピー
口資料のコピー口起案の印刷
ロその他（ ）

$

’
｡ ■

｡"

口コピー口印刷
口実務修習結果簿のコピー
ロ資料のコピーロ起案の印刷
ロその他（ ． ）

● ■ ロコピー口印刷

－ ●

口実務修習結果簿のコピー
口資料のコピー口起案の印圃
□その他（ ）

ー

. I

■ ■ ロコピーロ印刷

● 守

口実務修習結果簿のコピー
ロ資料のコピーロ起案の印刷
□その他（ ）
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平成30年1月5日

第71期司法修習生各位

事務局総務課庶務第二係

交通機関が運休等となった場合の登庁等について（事務連絡）

震災,台風等の災害及び計画停電等の影響により，通常利用する交通機関で登庁等する

ことが困難な場合，裁判修習中の取扱いは下記のとおりです。各事項に留意して適切な対

応をしてください

なお，交通事情の混乱が予想されるので，事故等には十分注意してください。

おって，取扱いに疑義や不明な点がある場合は，個別に当係に相談してください。

記

1 災害により交通機関が運休した場合

交通機関の復旧を待って<ださし《。ただし，あらかじめ終日復旧しないことが分かっ

ている場合，または，復旧しないことが判明した場合は，登庁できないことを総務課庶

務第二係（以下「係｣という。 ）に連絡してください。

2計画停電等により通常利用する交通機関が運休した場合

（1）代替方法による登庁が可能な場合

徒歩又は他の交通機関（以下「代替方法』 という。 ）により登庁することが可能で

あり，代替方法によることが社会通念上不合理でないと認められる場合には，代替方

法により登庁してください。

代替方法が通常の通勤経路より時間を要するため9時20分以降の登庁となる場合

は，係に連絡してください。

（2）代替方法による登庁が困難な場合

代替方法がない又は代替方法によることが社会通念上不合理と認められる場合は，

係に連絡の上，交通機関の復旧を待ってください。ただし，あらかじめ終日復旧しな

いことが分かっている場合，または，復旧しないことが判明した場合は，登庁できな

いことを係に連絡してください。

3交通機関が復旧した場合

’
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(1) 交通機関が復旧して，登庁が可能となった場合は，直ちに登庁してください。

（2） 交通機関の復旧後直ちに登庁Lｨても，裁判所に到着するのが午後1時以降になる場

合は登庁しないことが認められますので，その旨を係に連絡してくださいも

4帰宅が困難になることが予想される場合

災害等により，交通機関の途絶等が予想され，帰宅が困難になることが予想される場

合は，裁判所から裁判官及び一般職向けに指示が出る場合があります。修習生も指示内

容に該当する場合は，配属部の部総括裁判官の了解を得て，一般職と同様に対応して差

し支えありません。

計画停電等で代替方法による帰宅が困難な場合は，早退が認められますので，係に連

絡してください。

なお，計画停電等で整庁及び帰宅時の交通機関の運休等により遅刻及び早退をしなけ

ればならず，そのため1日の修習時間が4時間未満になると見込まれる場合も登庁しな

いことが認められますので，係に連絡してください。

5登庁後の手続について

（1） 午前9時20分以降の登庁となった場合

登庁後，速やかに「遅参届」 ,を係に提出してください。

（2） 終日登庁できなかった場合

登庁後，速やかに「欠席承認申請書」を係に提出してください。

なお，災害等により，長期に渡って登庁できない状況が発生した場合には，指導官

等の指示により， 当該日を『自宅起案日」と同様の扱いとする場合もあります。その

場合は， 自宅にて各自修習のための研さんを行ってください。

6その他

（1）係への連絡先は次のとおりです。

総務課庶務第二係03－3581-2291 (ダイヤルイン）

（2） 各届出用紙は，係のカウンターに備え付けてあります。

７
１



機密性Z
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平成SO年1月5日

司法修習生各位

東京地方裁判所事務局総務課長早稲田 浩

災害時における実務修習地への連絡方法について（事務連絡）

大規模地震発生時は;平成29年12月4日付け司法研修所事務局長事務連絡の

とおり各クラスの担当教官に連絡するほか，実務修習中においては，実務修習地の

裁判所に下記の方法により連絡してください。

記

連絡方法

以下のア

アドレス

1

ドレス宛てに各自の携帯電話等から連絡する。

件名の記入ルール

【記載例】件名

本文

2注意事項

(1)上記連

(2)連絡に

上記連絡先を外部に漏らすこと･のないよう，取扱いは十分に注意すること

連絡に使用する機器のウィルス感染には普段から注意すること

(3

(4)上記連絡先は，大規模地震が発生したときのみ用い，通常時の連絡先とはし

ないこと
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平成30年1月5日

第71期司法修習生各位

：

！

＃
東京地方裁判所事務局総務課庶務第二係

第2・第3会議室について

第2・第3会議室（11階南側）の中廊下のドアは，オートロックになっています。

カリキュラム等で入室する場合には,以下の方法で開錠してください。

暗証番号は，外部に漏らさないよう取り扱いに注童してください。なお，

| ''F南側｜

中園下

匙
団

I■■■■■■■■■■■

園, ｜副
I |副I

竃エレベーターホール

’

｢藻~犀~芳~悪1

１
１



I機密性Z

1 1

１
１

平成30年1月5日

ｉ
Ｉ
Ｉ

第71期司法修習生各位

事務局総務課庶務第二係

ネームプレートについて（事務連絡）

本日配布したネームプレートについての注意事項等は下記のとおりですので，使

用前に必ず確認して.ください。

記

1 適宜の用紙を切り抜き，下記の記載例を参考にして各自で配 昌

※必ずサインペンを使用し，措書で大きく目立つように配入してください。

なお，ワープロ等で作成しても差し支えありません。

民事第○○部(記載例）

甲野太郎

必ず指導官から見える位置に鬼 用してください－02下記の修習等に出席する際は，
ド

それ以外の修習時においては，着用しなくても差し支えありません。

（1）合同修習(配属部での通常修習以外で，合同で実施される講義，特別部修習

等のこと。 ）

（2）懇親会及び昼食会

3 ネームプレートは，第sクールの裁判実務修習の際にまた使用しますので，

第1クール終了後は各自で保管しておいてください。その間，破損，汚損及び

紛失等の無いように，取扱いには十分気をつけてください。万一，紛失等があ

った場合は，各自で同種の物を購入していただきますので，あらかじめご了承

ください。

I

１
９
１



機密性2i

’
1 ･3

平成29年12月20日

司法修習生配属部指導裁判官

特別修習担当部指導裁判官

民事首席書記官

第71期1斑司法修習生

殿
殿
殿
殿

！

東京地方裁判所長奥田正昭

司法修習生の配属等について（通知）

第71期1班司法修習生の当庁民事部における配属及び日程等は，別添のとおり

です。

．

I



’機密性2

第.71期1班司法修習生民事部配属表
平成30年1月4日～平成30年2月28日

，
１
‐
４
Ⅱ
ト
ー
Ｉ
‐
’
’
４
０
１
４
１
１
０
日
日
日
Ⅱ
■
■
Ⅱ
９
０
Ⅱ
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ｐ
１
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ⅶ
Ⅱ
Ｂ
Ｏ
Ｂ
肌

囹圃醒鍼判宣工言 厘璽 富F…調壁」
血(裁）
（書） 指導裁判官 司法修習生指導裁判官 司法修習生 部名

中

早

吉

吉

村
田
村
原

さとみ

久子

弘樹

裕貴

恭一郎

亨卓

章子

竜太

古
名
合
雨

17

(12F)

谷
島
田
宮

1

(13F)

一

幸
秀
吉
瑞

男
治
人
穂

品田

長谷川

依田

上野

北
渡
志
濱

澤純一

辺 力

賀 勝

中利奈

18

(12F)

4

(13F)

■

Ｆ

■

■

ｑ

ｆ

ｆ

Ｉ

ｂ

－
－

菊
鎌
中
児
三

章
敬
宏
朋
や

池
野
尾
島
浦

真
秀
真

幸
孝
希
翼

吉
鈴
五
野

村
木
島
田

23

(12F)

5

(12F) 真
隆
章
あ

－

崎克彦

邉： 実

野俊彦

村周世

岡
田
舘
木

6

(12F)

一

I 朝倉

武部

奥田

佐々木

佳
知
、
大
康

秀
子
助
平

24

(12F)
1

1
1

一一

素
英
佳
一

木
野
川
部

三
清
畑
浅
友

子
之
秀
啓
慶

7

(13F) 本間

鈴木

内田

小西

鈴木

阿波野

川北

谷田部

健
尚
哲
圭
雅
右

裕
久
也

25

(12F)

久
起
功
峻

紀
治
弘
裕
寛

鈴
中
岡
山
山

木
西
部
口
崎

正
正

10

(12F)

雅
文 男

水
瀬
森

澤聡子

橋 巖

沼美貴

智也

26

(14F)伊藤正

井出弘

榮 岳

唐津祐

晴
隆
夫
吾

12

(12F)

中
崎
・
保
門

一彦

賢司

賢祐

真一朗

田
小
阿
大

28

(14F)光
子
久
崇
英

芳
光
利

合
野
寄
嶋
屋

河
西
大
下
士

13

(12F)

－

後
浅
辻
松

藤
香
本
井

健

幹子

千明

馨太朗

30

(14F)

亜由美

ゆ り

隆幸

香里

東
北
佐
田

15

(12F】

｡

村
藤
中

｜

’



第了1期1班司法修習生民事部配属表
平成30年1月4日～平成30年2月28日

指導裁判官 司法修習生

小野寺真也

加藤 聡

鈴木進介

内藤秀介

31

(13F)
６
口
１
８
０
６
４
り
ｊ
８
ｆ
Ｉ
３
Ｉ
Ｋ
Ｉ
ｆ
９
！

原 克也

中野達也

砂古 剛

小久保珠美

33

(14F)

浩一郎

邦治

高明

有香里

中園

田中

松本

一花

34

(14F)

蜀四 」上剛

佐藤

岩崎

藤田

鈴木

治
慎
祐
彦

折
ロ35

(l似り

圭
和

哲
起
夫
子恵

由
紀
沙

田
野多

上
辻
波
森

37

(13F)

秀幸

卓也

浩之

寛敏

中
原
鍋
包

田
上
真
細

39

(13F)

紀
子
介
司

真
淳
俊
雄

山田

大黒

浅海

下山

41

(13F)

圭一郎

博義

多恵

啓介

友行

梅本

天川

太田

柴田

加賀谷

42

(13F)

多美子

文美

俊洋

岳洋

市川

八木

松井

杉本

43

(13F)

藤
保
廻

、
惨

脇
齋
中
井

人
彦
隆
美

博
岳
秀
直

44

(13F)

部名
血(裁）
(番） 指導裁判官 司法修習生

48

(13”

氏本厚司

川勝庸史

池田幸司

鈴木実･里

49

(12F)
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’班分け表(A～E班）
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皐
鍵
鴎
一
一
麺
《
《
鈍
》
醍
韮
●
電
．
●
塚
多
守
偽
謬
ケ
Ｊ
Ｊ
守
公
ｑ
ｄ
診
田
今
‐
股
・
卜
グ
ヴ
認
容
汐
兵
・
刑
‐
虹
Ｌ
〆
Ｊ
み
く
写
卑
ａ
心
町
夕

機密性

民事部司法修習生指導官等名簿 》

内線区分 官職 氏名 所属

指導官 判事本間健裕民事第25部
（

民事第37部上田 哲同

民事第41部山田真紀同
０
匁
Ｐ
＃
◇
ｒ
惨

民事第24部朝倉佳秀同

民事第34部中園浩一郎同

指導補佐官 大畠崇史 民事第3部

民事第26部水橋 巖同

民事第19部堀田秀一同

民事第1部合田章子同

民事第46部林 雅子同

事務担当 事務局総務課小野寺亮一

有野順子 同同

事務局総務課庶務第二係鈴木信久同

橋本 健 同同

同 ｜早｣' ’ ： 同同

※裁判所以外の場所から，総務課庶務第二係に連絡をする場合は，次の電話番号

（ダイヤルイン）を使用してください。

世o3-3581-2291(東京地方栽判所総瀕藻庶務第二係）

４
４
３
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ダ

修習生各位

保全部修習に当たっての注意
’

東京地方裁判所民事第9部

1 身だしなみに気をつけてください。

保全部では，裁判官の執務室が当事者との面接室を兼ねており，当事者面接の

多くが裁判官室で行われ，ほとんど常にどこかの席で当事者又は代理人がいると

いう状況です。面接や審尋を見学する際は，上着の着用等身だしなみを整え，で

きるだけ良い姿勢を保つなど，当事者や代理人に不快な印象を与えないよう努め

てください。

堂緊張感を保って臨んでください。

皆さんのすぐ目の前に当事者や代理人がいます。絶対に居眠り等はしないでく

ださい。

a当事者や代理人の前で発酋や会話をしないでください。

当然のことながら，修習生が当事者や代理人に対して事件についての意見を述

べることは許されません。また，単なる独り言や修習生同士の会話でも，目の前

にいる当事者や代理人が気にするなどして，審理に影響を与えかねません。事件

と無関係な発言や会話はもちろん，事件と関係のある発言や会話も， 当事者や代

理人の前ではしないでください。

’

！
。
！

4記録の閲腕はなるべく短時間で済ませてください。

面接前に事件の記録を借りた場合は，裁判官から特段の指示がない限り，事案

1



の概要と主な問題点を把握する程度にとどめ，できるだけ早く裁判官に記録を返

すよう心がけてください。

面接前に記録を読み切れなかった場合などには，面接後に，裁判官にその旨を

申し出て再度記録を読ませてもらうとよいでしょう。
I

s秘密の保持に気をつけてください。

保全部では，通常部よりもホットな事件を扱っており，ほとんどのケースでは

密行性の確保が要請されています。

保全部修習で見聞きしたことを，食堂， トイレ‘エレベータ内などで不用意に

話題にすることは厳に慎んでください。

6集合時刻を厳守してください。

当部では，同じ日，同じ時間帯に複数の修習生を受け入れていますもそのうち

の1名でも遅刻すると，他の修習生の修習開始も遅れるなどj様々な支障が生じ

ることになります。また，多くの場合， 1人の裁判官が同時に3名の修習生の指

導に当たっていますが，そのうちの1名が遅刻すると，担当裁判官には， 2回に

わたって同じような説明等を繰り返すだけの時間的余裕もないことから，遅刻し

た修習生に対する指導だけでなく，他の修習生に対する指導も不十分なものとな

りかねません。必ず，指定された時刻までに当部に出頭してください。

’

2
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平成SO年1月5日

第71期1班司法修習生各位

司法修習生指導官

争点整理DVD事前課題(1月18日実施分）

について，次の事項を検討し，その

に， 9階総務課庶務1月 呂 木）まで検討結果を起案したもののコピーを，

－に提出すること。第二係カウンタ

１
１

I



機密性Z

第71期司法修習生1班及びS斑実務修習開始式等実施要領

呂 （令

’

Ｆ
卜
四
１
９
寸
■
４
６
●
企
６
６
町
・
Ｉ
年
ｄ
ｏ
■
Ｂ
■
■
ｚ
写
＆
■
。

「

【備考】
1 大会議室の設営は；
配布物を席上配布
延長コー膜2本)，

2刑裁オリエンテーシ

前日の4日 （木）に予定。
ジェクタの設定(PC,パワーポイント，

PC,延長コード，ケーブル）
に開始する。臘鴛急

※荷物の置き場所等を用意する。

I

時刻

C

事 項
p 一一

場 所 担 雪’
8:30 大会議室照明点灯(マイク設営）

大会議室及び研修室点検

大会議室受付用机設置（入口に机4台）
、

■

大会議室
(18階中央）
研修室
(9階南側）

庶務二

8:30 受付開始

、
心

総務課に来室（案内一係長） （※1）

ティング（大会蟻室要30分）

大会議室 庶務二

6

9:45

9:50

9:55

第71期司法修習生（1班．S班）集合
b ● ● ■

指導官集合（本間指導官・島田指導官）

所長，民事及び刑事所長代行者集合
●

●

同上

■
●

大会議室
(ロビー）

同上
０
〃

事前説明
総務課補佐

(庶務二）

10:00

I

10:15

所長，民事及び刑事所長代行者，指導官入室

開式宣言

所長あいさつ

閉式宣言，所長，民事及び刑事所長代行者，指導官退室
旬 ⑥

大会議室

司会

総務課補佐

(係長・橋本）

一一一一 一一ー

※刑裁修習生を9階研修室へ誘導（早川） 9 民裁修習生を前の方に誘導（橋本）

10:30

＄

11:50

刑事代行，刑事指導官による第71期3斑に対する

オリエンテーション（刑事） ， 事務担当者からの説明(※2）

終了後，各配属部へ移動（司法修習生）

研修室
(9階南側）

島田指導官
(早ﾉl1)

10:20

1

11:50

民事代行，民事指導官による第71期1斑に対する

オリエンテーション（民事） ， 事務担当者からの説明(※2）

終了後,各配属部へ移動（司法修習生）

大会議室
(18階中央）

本間指導官
(橋本）



機密性豊

’10;00～10:15
（民・刑）

第71期司法修習生1班及び3班実務修習開始式

平成30年1月5日（金）
於東京地方裁判所大会議室
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第71期司法修習生1班及び3班実務修習開始式席図
平成30年1月5日(金）

10:00～10:15

於東京地方裁判所大今鱈宰

’ |U ’ 口
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機密性窪
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第ﾌ1期1班(民裁修習)オリエンテーション席図(開始式の席を利用）

平成30年1月5日(金）
10:20～11:50

於東京地方裁判所大会議室
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有許專II1Ek･詫木係長･IF;本拳器官･国lll4j励官
2018. 1.5
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塞ぎ

これは何？・・職蕊参事裁判修習の実
qでも､ちょっとその前に… 期 63 64 65 66 67 68 69 70

全
体

85 41 43 42 33 1656 54

東
京

11 11 5 6 12 3127

民裁修習の3本柱 修習の概要

・法的分脈能力．｡‘…覇糾崇実諾

・華菫認定能力…･･･証拠群側｡心証形戚

。配属部修菩

･保全部修留

・合同修習

’

’・紛争解決能方．．…･和解･判決毎
・藍餓寒事部修習25日

｜
I

l

＋訟得的な表現能力
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合同修習 是非参加してください。
（

’’,一間研起案

三講稜(保全,執行.書記官事務）

‘-争点整理DVD視聴

, ，言い分方式による問題検討会

に事案分析検討会
少 ､

;-昼食会

’
・言い分方式による問題検討会

1月18日（木）

‘･凄案分析検討会

2月15R(木）

椰
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呼
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属部修習 構え園的配 鰯
…'－－－－ﾆｰｰｰｰﾆ…･－=＝＝J一二コ

・配属部の一員になったつもりで修習

･積極的に裁判官に質問をすること

、与えられるのを待つのではなく積極的姿勢で

・人間を磨く

。他者への配慮を忘れないこと

…ツ ユー 野輩雰島~ ”一一､一五 型一マーー空『=声、宣了時 ．詮一 ・‐一

･修習の中心｡裁判官と行動を共にして､民
事裁判を体感する。

二一

。生きた事件を通して訴訟運営(争点整理）
と事実認定を学ぶ。

1

J

』
・争点整理や和解を通じて民事紛争解決の

、醍醐味を味わう。 ノ 尺

グ

腸■ 居眠りの原因廷傍聴法
壽
Ⅲ

三
．

q

諄 .雪-胃~毒一一二一‘雪一 一→－－－ ，－－－

・事前の準備(記録繭み)を十分にし.渥然と
傍聴しない

｡所訟運営‘訴舩指揮｡自分が裁判官であっ
たら､どうするか。

ひ法廷への‘9時差通勤''の励行を。

5分前に法廷に入ること

⑧裁判官の隣での傍聴

、→特に居眠りに注意1 一_ノ

鹿 唾一一一均 一■ ー

e体力･集中力の不足

③記録の鯨込みの不足

◎やる気がない。

c法曹としての志が低い。

c飲み過ぎ？

＆

１

１
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Ｄ

Ⅱ０マいも

町
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Ｉ コサマリーライティングとは？

。いわゆるサマリーライティング

c集中証拠鰯べの傍聴

⑲起案の内容

結議

争点及び争点に関する判断

翫訟活動上の問題点 など｜

ざし〈臓卿ﾀ'12==頁以下畿照ノ&－

サマリーライティングとは？ま？イチ判決起案等
ｰ －－－‘ー

⑪起案(欠席判決･公示送達を含むb)

判決起案｡･新様式と在来様式(旧様式）

サマリーライティング

争点整理案
和解条項起案,和解案検討

リサーチペーパー

合艤ﾒモ など

_〆

､

『

凸

１
１

１

１

１

一般的注意事項 記録管理

ロ細心の注恵が必要(記録の所在を常に明らか
にしておく）

口記録は‘持ち帰らない｡(各部の指示に従う｡）

口夜間一人で残らない。

ロ保管責任者である書記官に迷惑をかけないよ
うに｡

口記録の貸し出し簿を作成している部もある。

・記混管理

・秘密保持

・規律･礼懐

､礎顕憧哩

･その他

。秘密

･規律

､錘顕

･その
1I

｜
’

情報セキュリティのルール
』 ロ ェ ニ

秘密保持

ロ民裁修習はガラス張り､全てオープン

ロ修習生が秘密を漏らさないことが前提

口廊下,エレペーター,醒車,食堂等の中でのお
しゃべりに注意･･･見られていることを意幟

ロ弁鐘修習の際に扱った事件…申し出ること

口パソコンからの情報流出,記憶媒体の紛失に
注意！

■

ロ
ロ
ロ
ロ

3

I



１
１

裁判修習関連の情報
事件関連情報

！

O裁判修習関連の楕報：

O事件関連備報：

修習生用複合機を利用して印刷
ウイルス感染防止策への協力

ロ修習生用複合掻を利用できない咽合は,裁判官に依
頼して印刷をする場合もある。

p皆さんがウイルスに感錐した媒体をPCに差し込むと．
通常は雇除ｿﾌﾄで駆除される｡…しかし，それは結
・果オーラｲというだけ
ロウイルス感染が広がっていないか確鹿の要あり…
一定期間,部内,庁内のPC使用不可

ロ万一事故の場合.媒体のウイルス感染調査に協力

口各階に2台ある修習生用複合機を利用して

印刷,コピー

□『司法修習生用の複合機の運用方針｣参照

時間内指定股置部の複合機を利用

時間外配属部の裁判官に依頼
□他の修習生に依頼することは不可 I

ト

修習専念麓務があります。守ってください！

ロ修習生には休暇がない(欠席承誕には相当な
理由が必要）

ロ欠席届は必ず提出すること

口アルバイトに注意(原則不可）

兼業の併可を必ず得ること

修習専念蕊務違反は罷免事由に当たる！

口時間厳守!遅刻をしないこと(遅刻した鳩合は

遅参届を必ず提出)提出物は必ず提出期限
内に提出すること

口外国旅行承認申購害は必ず出すこと

口メールボックスは公用でしか使えないので私
的な事に使わないこと

口社会人としてのマナ苧を守るということ

静
修習生は学生でない。

4



I

害妃官等一般職員との関係健康管理が第一

ロ体力勝負の世界

…無事これ名馬!？
ロ一般職員(書記官･速記官･事務官)に甘
えない。

ロ裁判所は裁判実務を行う場所であり､教
育機関ではないことに留意。

ロー般職員は修習生をよく見ている

雑

０
■
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■
■
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且
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ｒ
■
Ｊ
Ｅ
Ｆ
写
０
６
ｂ
』
■
■
■
■
■
■
、

ロ修習生は,欠席､遅刻が多い。

…修習中心の生活を考えること！

鍵
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

行動は慎重に。

ロ交通事鉱交通違反を起こ
さないように。

口飲酒上の注意｡

□万が一,非違行為(違反行
為)があったら正直に申告｡。磯
等

5
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民事裁判オリエンテーション

第71期東京第棚

201B. 1｡5

自己紹介

25部40期

指導担当平成27年8月から

まず,民裁修習では,民事紛争の現場,実際を経験し,訴訟当事者としてどのよう
な活動が望まれるのか｡裁判所としてはどのように事件を解決しようとしているのか。
今まで勉強してきた実体法の知識や訴訟法の知識を道具に,自分の頭で,自分自
身で,訴訟をどのように運営していくのか,どのような解決をするのか,考えていただ
く機会。 ．

Zか月間,あっという間ですから,是非,最初から目的意識をもって過ごしてくださ
い。

’
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修習生指導担当スタッフ

， （指導官）

本間裁判官(民25）

山田裁判官(民41）

･上田裁判官(民37）

･朝倉裁判官(民24）

中園裁判官(民34）

。 （補佐官）

大畠裁判官(民3） .水橋裁判官(民26）

堀田裁判官(民19） 。合田裁判官(民1）

林裁判官(民46）

. （事務担当)総務課庶務2係

有野専門職･鈴木係長･橋本事務官・早川事務官

.｛

読み方

､

’
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これは何？
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期 63
凸

68 69 7064 65 66 67
Ｄ
・
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全
体

33 1641 43 42 5485 56

東
5 12 7 311 6 1211、

泉

2回試験の不合格者数この数は何を意味するのでしょうか。

全体のうちの東京の占める数。東京の修習生の数は全体の6分の1程度です。
東京を6倍して,全体よりも少なければ,平均よりも合格率が高いことになります｡

･･集合が始まってからでは遅すぎます｡これはみなさんも認識されていることと思い

ますが,’修習が始まると忘れがちです｡2回試験の対策などというのではなく,法曹
としての必要な素養をこの1年間で身につけなければなりません。
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修習の概要
■
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１
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１
１
０
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ｂ
Ⅱ
Ⅱ
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Ｄ
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・配属部修習

・保全部修習

・合同修習 I
１
１

・家裁家事部修習 25日

一一一四.一.一一一 ＝一一
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合同修習

簿間研起案

難講義(保全,執行,書記官事務）

簿争点整理DVD視聴
工 ＝‘ 、

簿言い分方式による問題検討会

簿事案分析検討会

麹昼食会 。

も

指導官と補佐が分かれて5つのグループになっており,AからEまでに配属部を分
けて,そのグループごとに昼食会を設けています｡また,グループごとに,茶話会と
いって指導官補佐が主催する,裁判官や裁判所に対する質問等を受け付ける時間
も設けています。

東京は大所帯なので,グループ分けをしている。

●

了
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是非参加してください。

｜

’

ﾛ言い分方式による問題検討会

1月18日(木）〈
I

1

1

1
1

ﾛ事案分析検討会

2月15日(木）

分析

2月1

ｐ
ｑ
０

VVELCOLC EM

任意の研究会･‘役立つので,ふるって参加してください｡午後5時以降に行ってお
りますが,指導官,補佐官が担当。

我々も,平等に機会を設けて検討会を設けているので,有意義だと思いますので
参加を。
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_。部修習の目的己属部配
1

I

悪

｛

･修習の中心｡裁判官と行動を共にして､民
事裁判を体感する。 ．

d

l
ﾄ

’

’
1。生きた事件を通して訴訟運営(争点整理）

と事実認定を学ぶ6

・争点整理や和解を通じて民事紛争解決の

畔醐味を味わう。 ノ

｜
’

1

白表紙記録では,実際の裁判の醍醐味を味わうことはできない｡事件が解決される
とはどんなことか｡和解交渉の現場,役割の大きさを自分の目で確かめ,また,証人
尋問の醍醐味を堪能してほしい。

9



B心構
ー

え
’
一
一
一

蓮‘配属部の一員になったつもりで修習

C'積極的に裁判官に質問をすること

鯵与えられるのを待つのではなく積極的姿勢で

⑧人間を磨く

⑤他者への配慮を忘れないこと
I

↓

1

裁判所は,組織で仕事をする(部ごとの組織で事件を処理している)。裁判官1人が
仕事をしているわけではない｡民事部に配属されれば,書記官室と裁判官室とが
チームで仕事をしていることをすぐに認識していただくことになる｡いずれもそれぞ
れ重要な役割をになって,円滑な裁判が実現できる。

このように組織で仕事をするためには,他人との協力が必要である。自己中心的
であっては§組織は動かない｡他人に対する配慮が必要となる。

少なくとも,マイナスの存在になってほしくない。

０
４
Ｆ
↓
■
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Ｉ
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０
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Ｈ
Ｍ
即
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｜

廷傍法廷傍聴

ト
ー
ｌ
Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
！

。事前の準備(記録読み)を十分にし,漫然と
傍聴しない

③訴訟運営,訴訟指揮｡自分が裁判官であっ
たら、どうするか。

⑮法廷への"時差通勤,，の励行を。

5分前に法廷に入ること

・裁判官の隣での傍聴

、→特に居眠りに注意！ 一_ノ

〃

I

I

法廷での傍聴は,裁判官の横にすわってもらっている｡法廷には,一般の傍聴者，
当事者がきている｡修習生を裁判所の職員と思っている｡責任と自覚をもってくださ
い

朝10時,昼1時台の傍聴は,5分前に法廷に入る｡エレベーターが込むので気をつ
けて。

その趣旨は？

I

I
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__J
■

りの原因居眠
■■■■■

空 一酷 －－蕊

句体力･集中力の不足

⑧記録の読込みの不足

錘やる気がない。

⑧法曹としての志が低い。

c飲み過ぎ？

１
１

、

12
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1

判決起案等
馥
一
，
』

･起案(欠席判決･公示送達を含む｡)

判決起案P･新様式と在来様式(旧様式）

サマリーライティング

争点整理案

和解条項起案,和解案検討
リサーチペーパー

合議メモ など

L

l

『

1

9

■
Ｉ
■
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■
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Ｊ
■
ｆ
■
■
■
■
■
Ⅱ
０
６
９
■
１
９

I

ｊ
Ｉ
４
０
１
１
ｊ
Ⅱ

１
Ｊ

ノ

起案は4件が最低の目安｡件数ではないが7件を目途に

｡様式は,指導裁判官の指示による｡それぞれ配属された裁判官ごとに考え方や方
針がそれぞれ持っているので,それぞれ指示にしたがってもらう。
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1

グとは？ライマIﾉーラィティンサ

cいわゆるサマリーライティング

鋤集中証拠調べの傍聴

③起案の内容

結論

争点及び争点に関する判断

訴訟活動上の問題点 など

⑧詳しくは,判タ1128号38頁以下参照

？ －ノーに 『

起案は4件程度が目安｡件数ではないα様式は,指導裁判官の指示による｡新様式
で書くときは,プﾛｯｸダイヤグラムを作成する。

Q
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事一般的注意事項

･記録管理

･秘密保持

言規律･礼儀

-､健康管理

・その他

録

一一一
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’
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I

記録管理
－

ロ細心の注意が必要(記録の所在を常に明らか
にしておく）

ロ記録は,持ち帰らない。(各部の指示に従う｡）

ロ夜間一人で残らない。

画保管責任者である書記官に迷惑をかけないよ
うに。

ロ記録の貸し出し簿を作成している部もある。

F一三 凸▲凸 p 凸 ニーーー ,一一一ユクーー毎 bヨ ーニ■＝の争 望 』 』 王一一甲ニーーー←■ Fの→ －－凸←~ターニ－ ,一ｳｭ ｰ ｰﾏ÷牛望－ “F～一』 一一一・ や一一
～画マ■一 寸炉二凸■ ＝一ひゴ 今一一一少で■ ●今亭､ △P－D｡｡F子 ﾏr 早 苧一L､－－■ユー●◆少マタマニ ■ 今一÷竺今 ▲芋ゴー

記録は,裁判所にとっては何より大切な物。

I
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秘密保持

ロ民裁修習はガラス張り､全てオープン

ロ修習生が秘密を漏らさないことが前提

画廊下,エレベーター,電車,食堂等の中でのお
しゃべりに注意…見られていることを意識

ロ弁護修習の際に扱った事件。.Q申し出ること

口パソコンからの情報流出記憶媒体の紛失に
注意！

I

＝一今ユュー訂 ｡” 争 ｮで一
~ウキーータ 虹色一や▲ー一一デーやマー全一｡… Ⅱ ～‐一

民裁修習は,すべてを見せている｡修習生が部屋にいても,事件の話,議論その
他種々の話をしている｡姿勢期な合議を含め種々の話をしているのが日常｡これを
外で決して話さないと信じているからである。

前提が崩れると,民裁修習を同様の形式で行うことは不可能になる｡同室で,種々
の議論等を耳にすることも裁判修習の一つの意義である｡これがないと本当の裁判
所の仕事を見せないことになる｡実務修習の意義が薄れる｡

弁護修習で扱った事件やｳ当事者,関係者と個人的に関係がある事件については，
傍聴からはずれてもらう｡裁判官に申し出てください。

1了
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’

裁判修習関連の情報

事件関連情報

O裁判鯵習関連の傭報：

○事件関連摘報：

19
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修習生用複合機を利用して印刷

画各階に2台ある修習生用複合機を利用して
印刷,コピー

ロ 「司法修習生用の複合機の運用方針｣参照

時間内指定設置部の複合機を利用

時間外配属部の裁判官に依頼

p他の修習生に依頼することは不可

凸
９
６
■
■
砂
Ｕ
砂
６
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ず
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■
も
、
け
万
〃
ｑ
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一一雫,ﾀﾀｰ凸 ﾛ 一 冬←－少 蜀 鈩会一式 一一一一グー凸Fe － L 一－一一・一●～一F今" 』～◆”■一～
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Ｉ
…

ウイルス感染防止策への協力

ロ修習生用複合機を利用できない場合は,裁判官に依
頼して印刷をする場合もある。 ‘

□皆さんがウイルスに感染した媒体をPCに差し込むと，
通常は駆除ｿﾌﾄで駆除される｡｡･･しかし,それは結
果オーライというだけ

ロウイルス感染が広がっていないか確認の要あり…
一定期間‘部内,庁内のPC使用不可
ロ万一事故の場合,媒体のウイルス感染調査に協力

’

一一一 一 ﾆ ■一ヶ 、ﾀｰﾆﾆ少一一一一一一一一今－争－－ヨロ延一e～一一一一一今→苧→一一宇-. 口 0－一もP｡－■一子”●－少 ← ÷一一一一■■
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凸

守ってください
口
■
■
■

碇

1
1

ロ時間厳守！遅刻をしないこと(遅刻した場合は

遅参届を必ず提出)提出物は必ず提出期限
内に提出すること

ロ外国旅行承認申請書は必ず出すこと

口メールボックスは公用でしか使えないので私

的な事に使わないこと

ロ社会人としてのマナーを守るということ

修習生は学生でない。

〃
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；
Ｉ

修習専念義務があります｡

ロ修習生には休暇がない(欠席承認には相当な
理由が必要）

ロ欠席届は必ず提出すること

口アルバイトに注意(原則不可）

兼業の許可を必ず得ること

修習専念義務違反は罷免事由に当たる！

一合一一一 か一一一一一一一■一一

涙

貸与制になっても同じ｡給費の有無と修習専念義務は観点が異なる。

司法修習生に関する規則(最高裁判所規則)2条は, 「司法修習生は,最高裁判所
の許可を受ければ,公務員となり,又は他の職業に就き,若しくは財産上の利益を
目的とする業務を行うことができない｡｣と定め,司法修習生の規律等について(司
法研修所長通知)の第7は,兼業等の許可申請に関する定めをしている｡申請書を
司法研修所長に提出することになるから,予め提出してください｡詳しくは司法修習
ハンドブックに記載があります。

24
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Ｉ

健康管理が第一
I d

ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

ロ体力勝負の世界
． 、 ：

…無事これ名馬 1 ．つ
■ ■

ロ修習生は,欠席､遅刻が多い。

・･・修習中心の生活を考えること！

『

塾

健康や生活を管理できないと,仕事にも響いてしまう。
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書記官等一般職員との関係
’

I

１
１
１
１

ロ一般職員(書記官･速記官,事務官)に甘
えない。

ロ裁判所は裁判実務を行う場所であり､教
育機関ではないことに留意。

ロ一般職員は修習生をよく見ている １
１

、
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行動は慎重に。

ロ交通事故,交通違反を起こ

さないように。

ロ飲酒上の注意。

□万が一,非違行為(違反行

為)があったら正直に申告。

’
I

等
｛

仮に,違反行為があったら,正直に申告すること。

最後に,司法研修所の教官から連絡事項一教官からの伝達事項は,クラスごとの
メーリングリストですることも多い｡必ず確認を！

！
5
1
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